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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置報告サービスを提供する方法であって、
　該方法は、
　位置サーバーが、ターゲット端末の位置情報に対する要求をエージェントから受信する
ことと、
　該位置サーバーが、ポジショニングセッションを開始するためにセッション初期化メッ
セージを該ターゲット端末に伝送することと、
　該位置サーバーが、該セッション初期化メッセージが伝送された後に、ポジショニング
初期化メッセージを該ターゲット端末から受信することと、
　該位置サーバーが、該ターゲット端末とＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを交換することに
よって、位置測定手順を実行することにより、該ターゲット端末の位置情報を算出するこ
とと、
　該位置サーバーが、該ターゲット端末の選好情報に従って、該ターゲット端末の該算出
された位置情報の代わりに代表位置を該エージェントに報告することと
　を包含し、
　該選好情報は、該選好情報が格納されているネットワークエンティティに該位置サーバ
ーがアクセスすることにより取得され、
　該代表位置は、１つ以上のユーザ選好領域を表し、該ユーザ選好領域の各々は、異なる
ユーザ選好を異なる物理領域に対して設定することができるようにユーザによって指定さ
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れる物理領域である、方法。
【請求項２】
　前記要求は、ＭＬＰ　ＳＬＩＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉ
ａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージは、ｍｓ－ｉｄと、ｃｌｉｅｎｔ－ｉｄと、ＱｏＳ（
Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）とのうちの少なくとも１つを含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記セッション初期化メッセージは、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄと、位置サーバーアドレス
と、前記ターゲット端末から必要とされる通知とのうちの少なくとも１つを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記伝送されたセッション初期化メッセージから取得された情報に従った前記ターゲッ
ト端末とのデータ接続の確立後に、前記ポジショニング初期化メッセージが受信される、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記位置測定手順の完了後に、前記位置サーバーが、ポジショニング終了メッセージを
前記ターゲット端末に伝送することをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記算出された位置情報が、前記代表位置が報告される対象となる領域とオーバーラッ
プする場合に、該代表位置が、報告される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　位置報告サービスを提供する方法であって、
　該方法は、
　端末が、ポジショニングセッションを開始させる要求メッセージを位置サーバーに伝送
することと、
　該端末が、該位置サーバとＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを交換することによって、該端
末の位置が算出されるように位置測定手順を実行することと、
　該端末が、該位置測定手順が実行された後に、該端末の該算出された位置を該位置サー
バーから受信することと、
　該端末が、該端末の該算出された位置と、該端末に格納された１つ以上の事前格納され
た選好領域とを比較することと、
　該端末が、該端末の該算出された位置が該事前格納された選好領域のうちの１つとオー
バーラップまたはマッチする場合に、該端末の該算出された位置の代わりに代表位置を出
力することであって、該代表位置は、１つ以上のユーザ選好領域を表し、該ユーザ選好領
域の各々は、異なるユーザ選好を異なる物理領域に対して設定することができるようにユ
ーザによって指定される物理領域である、ことと
　を包含する、方法。
【請求項９】
　前記要求メッセージは、ＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ）　ＳＴＡＲＴメッセージであり、該ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、セッシ
ョンＩＤと、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）性能と、位置識別
子（ＬＩＤ）と、報告基準とのうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記端末の位置は、該端末と前記位置サーバーとの間でセッションポジショニングメッ
セージを複数回繰り返し交換することによって、算出される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末の前記算出された位置が、該端末の選好情報を反映する１つ以上のユーザ選好
領域とオーバーラップする場合に、前記代表位置が出力される、請求項８に記載の方法。



(3) JP 4473305 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

【請求項１２】
　前記代表位置は、前記ポジショニングセッションの完了または前記位置測定手順の終了
を示すポジショニング終了メッセージであって、前記位置サーバーから受信されるポジシ
ョニング終了メッセージに含まれる、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップは、ＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）ネ
ットワークであって、ＳＵＰＬエージェントと、ＳＬＰ（ＳＵＰＬ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｐｌａｔｆｏｒｍ）と、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）とを備
えるＳＵＰＬネットワークに対して実行される、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動（または無線）通信システムに関し、より詳しくは、ユーザが地域別に
異なるユーザ選好情報（ユーザプロファイル）を設定し得る位置情報システム及び該シス
テムに選好情報サービスを提供するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、移動通信システムにおいては、移動通信ネットワークに端末（ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）など）の位置を計算するための関連機能部を備え、周期的にまたは要求によって端末
の位置情報（すなわち、ユーザの物理的な位置）を所定エンティティに伝達する位置サー
ビスを提供している。
【０００３】
　該位置サービスに関するネットワーク構造は、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、または他の類型
のネットワークなどの内部ネットワークの構造によって異なる。前記端末の位置を計算す
る方法としては、現在端末が属しているセルのＩＤを伝達するＣｅｌｌ－ＩＤ方式、端末
から各基地局に信号が到達する時間を測定した後、三角測量を利用して端末の位置を計算
する方法、及びＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）技術を
用いた方法などが知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の位置情報システムにおいては、ユーザは、自身の位置（物理的な位置）
は提供されるが、端末に表示された情報のようなユーザの位置、端末の動作方法、及び位
置報告に関するユーザ選好情報（例えば、端末の所定動作に対するユーザプロファイルの
設定）などによって多様な特性を設定し得ないという問題点があった。
【０００５】
　従って、本発明は、ユーザが指定した所定地域によって異なる動作及び位置報告を設定
し得る位置情報システム及び選好情報サービス方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の目的を達成するために、本発明による位置情報システム及び選好情報サービス方
法は、選好領域別にユーザ選好情報を設定するためのプライバシー確認エンティティ（Ｐ
ｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｅｎｔｉｔｙ：ＰＣＥ）を備え、位置報告の要求がアクティ
ブ化されると、ユーザが現在位置する選好情報領域に対して設定されている選好情報をＳ
ＥＴ位置に報告する。
【０００７】
　好ましくは、前記選好情報は、１つ以上の選好領域を示す代理位置を示し、前記位置報
告の要求は、トリガされたイベントが実行されるか、または位置報告の要求が実際に入力
されると、アクティブ化される。好ましくは、前記トリガされたイベントは、トリガされ
た位置報告の要求メッセージにより設定される。好ましくは、前記実際の位置報告の要求
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は、標準位置即時要求メッセージ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉ
ａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）により実行される。好ましくは、前記トリガ
されたイベントは、時間周期により定義された報告周期、「有効ＵＥ」により定義された
端末動作、「領域変化」により定義された領域変化などを含む。好ましくは、前記選好情
報は、トリガされた位置報告の応答や標準位置即時応答メッセージにより報告される。好
ましくは、前記測定された位置が選好領域ではないか、または設定された所定の選好情報
が存在しない場合、予め指定された値や実際の位置値を報告する。
【０００８】
　前記の目的を達成するために、本発明による位置情報システムの選好情報サービス方法
は、ユーザ選好領域によって選好情報を設定する段階と、前記選好情報と各選好領域を登
録する段階と、ユーザの現在の位置が所定の選好領域内であるか否かを確認する段階と、
ユーザの現在の位置が前記所定の選好領域内にあれば、該当する選好領域に対して設定さ
れた選好情報をアクティブ化させる段階と、を含む。
【０００９】
　好ましくは、前記選好情報は、端末に表示された情報、端末の動作方法、及び位置報告
方法を含む。好ましくは、前記選好情報は保存媒体に保存され、各選好領域は位置サーバ
の別途の機能部に保存される。好ましくは、前記保存媒体はプライバシー確認エンティテ
ィであり、前記機能部はユーザが特定の選好領域内に移動したか否かを確認するために機
能部からユーザの位置を受信する。
【００１０】
　前記の目的を達成するために、本発明による位置情報システムは、各所定領域別に選好
情報を設定する端末と、前記設定された選好情報を保存する保存媒体と、前記設定された
選好情報を有する選好情報領域を登録してユーザの位置が所定の選好領域内であるか否か
を確認する位置サーバと、ユーザの位置が前記所定の選好領域内である場合、該当する選
好領域に対して設定された選好情報をアクティブ化させるエンティティと、を含む。
【００１１】
　好ましくは、前記選好領域は、セルＩＤ、複数のセルＩＤが結合した地域、都市名及び
国家名のうちの１つである。好ましくは、前記選好情報は、端末に表示された情報、端末
の動作方法、及び位置報告方法を含む。好ましくは、前記選好情報は、ユーザの実際の位
置を代表する代表位置である。好ましくは、前記エンティティは、位置報告の要求が入力
された場合、代表位置として前記選好領域に対して設定されている選好情報を報告する物
理的エンティティであり、前記保存媒体は、プライバシー確認エンティティである。好ま
しくは、前記選好領域及び選好情報機能の設定は、前記位置サーバ内の加入者プロファイ
ル機能部に登録され、前記加入者プロファイル機能部は、その内部に前記選好情報機能が
設定されると、位置計算機能部からユーザの位置を受信してユーザが所定選好領域に移動
したか否かを確認する。
【００１２】
　前記の目的を達成するために、本発明による位置情報システムの選好情報サービス方法
は、ユーザ選好領域別に選好情報を端末アプリケーションに保存する段階と、無線ネット
ワークからユーザの位置情報を受信する段階と、前記端末アプリケーションがユーザの現
在の位置情報と選好地域とを比較し、該当する選好領域に対して設定された選好情報を実
行する段階と、を含む。
【００１３】
　好ましくは、前記端末アプリケーションは、外部の要求に従って、もしくは周期的に、
または特定のイベントがトリガされた時に前記選好情報を実行する。好ましくは、前記端
末アプリケーションは、端末の位置イネイブラーからユーザの位置情報を受信する。好ま
しくは、前記位置イネイブラーは、選好情報が設定された所定の選好領域に関する情報を
保存する。
【００１４】
　前記の目的を達成するために、本発明による位置情報システムの選好情報サービス方法
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は、ユーザ選好領域と各選好領域別に選好情報を設定する段階と、位置追跡の要求が生成
されると、ユーザの実際の位置を測定する段階と、前記測定されたユーザの位置と前記選
好領域とを比較して該当する選好領域に対して設定された選好情報を報告する段階と、を
含む。
【００１５】
　好ましくは、前記選好情報は、ユーザの実際の位置を代表する代表位置であり、該代表
位置は、特定地域名、特定地域の緯度及び経度などを含む。好ましくは、前記測定された
位置が選好領域ではないか、または前記設定された所定の選好情報が存在しない場合、予
め指定された値や実際の位置値が報告される。好ましくは、ユーザの実際の位置は、ネッ
トワークの位置サーバや端末の位置イネイブラーから受信される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、ユーザがユーザの位置を報告する方法、端末の動作方式、ユーザの位置によ
って端末に表示された情報などに関する異なるユーザ選好情報を設定するようにすること
で、ユーザの多様な要求をより充足し得る（例えば、ユーザの物理的な位置によってその
端末の特定機能を使用制御し得る）という効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、「代表」位置（例えば、代理（ｐｒｏｘｙ）位置、擬似（ｐｓｅｕｄｏ）位
置、抽象的な位置、象徴的な位置など）を使用してユーザが位置別に異なるユーザ選好情
報を設定し、ユーザに自身の物理的な位置によって異なる端末動作を提供する。前記「代
表」位置と位置別に異なるユーザ選好情報の使用は、ユーザに自身が物理的に位置する所
によって異なる端末動作を提供することができる。
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし、この分野の通常の知識を
有する者であれば、本発明の各特性は記述された実施形態に限定されるものではないこと
を理解できるであろう。
【００１９】
　本発明は、ユーザ選好情報（例えば、ユーザプロファイルの設定）を反映する位置情報
システムを提供し、前記システムの各エンティティ間のインタフェースを提供し、ユーザ
が予め設定された所定位置（地域）に移動する場合、該当する地域に対して設定されたユ
ーザ選好情報をアクティブ化し得る方法を提供する。
【００２０】
　本発明において、ユーザ選好情報を反映する位置情報システムは、ユーザが指定した特
定地域（物理的な位置）別に異なる端末の動作及び機能を設定し得ることを意味する。例
えば、端末のユーザは、端末の着信音を会社内ではマナーモードに設定し、家では着信音
モードに設定することができる。また、ユーザは、家では国際電話がかけられないように
、またはデータサービスが受けられないように設定することができる。従って、このよう
に設定されると、端末は、ユーザがその端末機を持ってあちこち移動中であると判断し、
自動的にユーザが職場に入ると、マナーモードに変えるか、または職場から出ると、着信
音モードに変えることができる。
【００２１】
　つまり、ユーザが特定地域に進入する場合にユーザが予め設定した所定の選好情報（ユ
ーザプロファイル）がアクティブ化されるようにする各機能が本発明による位置情報シス
テムに属する。このためには、特定地域で特定の端末動作をアクティブ化し得るように関
連エンティティが追加されなければならず、また、各エンティティ間のインタフェースの
追加を必要とする。
【００２２】
　また、本発明において、前記ユーザ選好情報（例えば、ユーザプロファイル）は、ユー
ザ選好情報保存場所（例えば、Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｅｎｔｉｔｙ：ＰＣＥ）と
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いうネットワークエンティティに保存することができ、ユーザの位置追跡に対する要求（
すなわち、ユーザ端末の現在の位置追跡に対する要求）を受信すると、ユーザの現在の物
理的な位置値（例えば、ｘ、ｙ、ｚ座標値、ＧＰＳ座標値など）を報告するのでなく、ユ
ーザが予め指定した位置（または地域や領域）、すなわち、代表位置、代理位置、擬似位
置、抽象的な位置、象徴的な位置、概念的な位置、理論的な位置などのようにユーザ選好
情報を反映する位置を示す値を報告に利用する。
【００２３】
　つまり、前記代表位置は、ユーザの実際の物理的な位置を示すのでなく、ユーザが実際
に位置する領域より広い領域、または大きい領域を示すことが好ましい。
【００２４】
　「代表位置」の概念を適用することによって得られる１つの利点は、多様な必須情報と
、（ユーザの移動性により持続的に変わる）前記ユーザの実際の位置及び特定の物理位置
別に指定された（ユーザ端末が特定方式で動作するようにするプロファイル設定である）
ユーザ選好情報との間の該当関係がより効果的に管理されるという点である。
【００２５】
　前記「代表位置」の報告とは、ユーザ選好情報が保存されたユーザプロファイル（例え
ば、ＰＣＥ）を確認した後、ユーザの位置追跡の要求の受信時にユーザの実際の物理的な
位置値と予め設定されたユーザ選好情報とを比較し、前記ユーザの実際の位置を代表する
（示す）代表位置を報告することを意味する。該代表位置は、ユーザにより設定された１
つ以上の「選好領域」範囲内の各位置のうち１つの位置を示す。例えば、ユーザは、自身
の選好領域のうちの１つを自身が居住している都市を示す「ｈｏｍｅ」と指定することが
できる。該「ｈｏｍｅ」領域には、近隣地域名のような１つ以上の各範囲（例えば、もっ
と小さい地域、境界地域、区域など）で指定することができる。各範囲には、その範囲の
みの代表位置があり、ユーザが位置する近隣地域名を報告する際に前記近隣地域の特定の
道路や住所上のユーザの実際の位置の代わりに使用することができる。
【００２６】
　多くの地域を代表位置として設定することができ、多くの代表位置は、各代表地域別に
異なる設定をすることができる。好ましくは、選好領域に設定された地域と各選好領域に
おけるユーザ選好情報は、権限のあるユーザ自身のみが設定または修正することができる
。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態による位置情報システムの構造を示している。図１に示す
ように、前記位置情報システムは、保存媒体１０と、位置サーバ１１と、リモート・サー
バ１２と、ユーザ端末１３とを含む。
【００２８】
　前記保存媒体１０は、無線ネットワークの一部分に存在するネットワークエレメントで
あり、一例としてプライバシー確認エンティティ（ＰＣＥ）などがある。前記保存媒体１
０には、特定地域における端末動作に関するユーザ選好情報（ユーザプロファイル）やユ
ーザ選好領域の範囲別に設定された選好情報（例えば、代表位置）などが保存される。
【００２９】
　前記位置サーバ１１は、加入者プロファイル機能部、端末（ユーザ）の現在の位置を計
算する位置計算機能部、及び位置情報サービスをサポートするのに必要な他の各エンティ
ティを含む。前記加入者プロファイル機能部は、特定地域における端末動作に関するサー
ビス（以下、「ユーザ選好情報サービス」と言う）が設定されているか（例えば、ユーザ
選好情報サービスが実行中であるか）に関する情報及びユーザが設定した前記ユーザ選好
領域に関する情報を保存することができる。位置情報サービスを管理する従来の各エンテ
ィティは、ユーザの位置によるユーザ選好情報に関する如何なる機能も実行しなかったた
めに、前記選好情報に関する機能を実行するための新しい特定のエンティティを必要とす
ると考えられる。
【００３０】
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　前記加入者プロファイル機能部は、前記選好領域に関する情報と選好情報サービスが設
定されたかに関する情報を保存し、ユーザが特定の位置に進入すると、適切な過程を行っ
てユーザが指定した特定の端末動作（例えば、ユーザ選好情報）をアクティブ化させるこ
とができる。すなわち、前記加入者プロファイル機能部は、ユーザが自身の指定したユー
ザ選好領域に進入したことをリモート・サーバ１２に報告し、該リモート・サーバ１２が
ユーザが予め指定した選好情報をアクティブ化するようにする。ここで、前記リモート・
サーバ１２は、前記保存媒体１０に保存された特定地域のユーザ選好情報を要求して受信
することができる。
【００３１】
　また、ユーザ（位置）追跡要求があった場合、前記加入者プロファイル機能部は、前記
位置計算機能部から提供されたユーザの実際の位置値と前記保存媒体１０に保存された選
好情報とを比較し、前記ユーザ選好情報に対して設定された「代表位置」を報告する。
【００３２】
　また、本発明の位置情報システムは、ユーザが設定した特定の選好情報をアクティブ化
させるリモート・サーバ１２を含むことができる。本発明においては、ユーザの位置によ
って特定の選好情報をアクティブ化させる機能を担当するエンティティを「リモート・サ
ーバ」と言い、該リモート・サーバ１２の位置は、無線ネットワーク構造によって異なる
。
【００３３】
　前記リモート・サーバ１２は、独立して存在する物理エンティティでもよく、従来の無
線ネットワーク構造に存在する１つのエンティティ内に含まれてもよい。従って、ユーザ
が指定したいくつかの地域で特定の端末１３の動作をアクティブ化させるためには、前記
位置サーバ１１と前記リモート・サーバ１２の間、前記保存媒体１０と前記リモート・サ
ーバ１２の間、前記リモート・サーバ１２と前記端末１３の間のインタフェースが別々に
定義されなければならない。また、前記保存媒体１０と前記リモート・サーバ１２を別個
のエンティティとして表示したが、他の実施形態においては、前記保存媒体１０を前記リ
モート・サーバ１２内に含むことができる。
【００３４】
　本発明は、特定の端末の動作をユーザの位置別に設定し、該設定されたユーザの位置別
選好情報を伝達し得るフィールドを前記端末１３と前記保存媒体１０の間のプロトコルイ
ンタフェース内に追加する。すなわち、前記端末１３と前記保存媒体１０の間のデータ伝
送フォーマットに選好情報を伝達するためのフィールドを追加する。
【００３５】
　前記保存媒体１０は特定のユーザ選好情報を保存し、前記位置サーバ１１はユーザが設
定した選好領域にユーザが移動したか否かを把握して前記リモート・サーバ１２に通知す
る。従って、該リモート・サーバ１２は、ユーザがユーザ選好領域に移動した場合、ユー
ザが指定した前記端末１３の選好情報（特定の動作）をアクティブ化させる。
【００３６】
　図１に示す各インタフェースの動作は、次の通りである。
【００３７】
　要求（リモート・サーバ１２→保存媒体１０）：特定地域内で特定の端末動作に関する
選好情報の要求時に利用する。ここで、応答は、該当する要求に対する応答である。
【００３８】
　要求（ユーザ端末１３→保存媒体１０）：ユーザが特定の位置に対する特定の端末動作
に関する選好情報を保存しようとする場合に使用される。ここで、応答は、該当する要求
に対する応答である。
【００３９】
　要求（ユーザ端末１３→位置サーバ１１（加入者プロファイル機能部））：ユーザが特
定の位置をユーザ選好位置に設定しようとする場合に使用される。ここで、応答は、該当
する要求に対する応答である。
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【００４０】
　要求（リモート・サーバ１２→ユーザ端末１３）：ユーザが特定の位置に移動する時、
ユーザが設定した特定の端末動作（選好情報）をアクティブ化させる場合に使用される。
ここで、応答は、該当する要求に対する応答である。
【００４１】
　最後の要求（位置サーバ１１（加入者プロファイル機能部）→リモート・サーバ１２）
：ユーザが特定の位置に移動したことを加入者プロファイル機能部が把握し、これを前記
リモート・サーバ１２に通知する場合に使用される。ここで、応答は、該当する要求に対
する応答である。
【００４２】
　図２は、本発明の一実施形態による位置情報システムにおけるユーザ選好情報サービス
方法を示すフローチャートである。
【００４３】
　図２に示すように、ユーザは、端末が提供したメニュー（例えば、グラフィックユーザ
インタフェース（ｇｒａｐｈｉｃ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ））を操作し
て選好情報サービスをオンに設定する。この状態において、ユーザは、自身の選好地域に
関する選好情報と該当する選好領域を設定する（Ｓ１０）。好ましくは、前記選好情報は
、端末の動作またはユーザの実際の位置を代表する代表位置を示す。
【００４４】
　ここで、１つ以上の地域（位置）は、１つのユーザ選好領域に設定（登録）される。従
って、ユーザは、様々な地域をユーザ選好領域に設定し得るので、ユーザは、特定の位置
（または領域）別に異なる類型の選好情報を設定することができる。
【００４５】
　ユーザが指定した特定地域に関する選好情報は、各インタフェースを介して保存媒体１
０に保存され（Ｓ１１）、前記選好領域（例えば、該当場所のＣｅｌｌ　ＩＤなど）と前
記選好情報サービスの設定有無（オンまたはオフ状態）は、前記位置サーバ１１に伝達さ
れて加入者プロファイル機能部に保存される。ここで、保存動作は、端末１３の要求によ
るユーザプロファイル保存媒体１０の応答、及び前記位置サーバ１１の要求による前記端
末１３の応答により実行される。
【００４６】
　その後、加入者プロファイル機能部は、選好情報サービスの設定有無をチェックする場
合、またはユーザの位置追跡の要求があった場合、前記位置サーバ１１内の位置情報計算
エンティティ、すなわち、位置計算機能部にユーザの位置を要求し（Ｓ１２）、ユーザの
現在の位置が特定の選好領域内であるかをチェックする（Ｓ１３）。チェックの結果、ユ
ーザの現在の位置が特定の選好領域に含まれている場合、加入者プロファイル機能部は、
このような事実を前記リモート・サーバ１２に通知する。ユーザの現在の位置が特定の選
好領域に含まれていない場合、前記段階（Ｓ１２）に戻る。
【００４７】
　従って、前記リモート・サーバ１２は、特定の選好領域に対してユーザが設定した選好
情報（例えば、特定の端末動作、機能、位置報告方法など）をアクティブ化させる（Ｓ１
４）。ここで、ユーザの位置情報は、前記保存媒体１０に保存されているために、前記リ
モート・サーバ１２は、前記保存媒体１０に選好情報の伝達を要求し、該当する選好情報
がユーザの端末でアクティブ化され得るようにする。特に、前記選好情報がユーザの現在
の位置を代表する代表位置を示す場合、ユーザプロファイル機能部は、位置計算機能部か
ら受信したユーザの現在の位置と前記保存媒体１０に保存された選好情報とを比較し、ユ
ーザ選好情報に設定された代表位置を報告する。
【００４８】
　このように、ユーザが特定地域に移動した時、前記位置計算機能部は、前記端末１３と
位置測定手順を行い、ユーザの現在の位置を加入者プロファイル機能部に提供するが、こ
の場合、位置サーバと端末間の信号手順を必要とする。従って、本発明は、ＳＵＰＬ（Ｓ
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ｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）に基づいた位置情報システムの
信号手順を提供する。ここで、ＳＵＰＬだけではなく、他の多様な類型の信号手順も本発
明の実現のために使用され得るということは言うまでもない。すなわち、ＳＵＰＬは、単
純に本発明の特徴を実現する方法に関する一例であるため、本発明が下記のＳＵＰＬ信号
手順に限定されるものではない。
【００４９】
　ＳＵＰＬは、移動端末の位置を計算するために必要な位置情報（すなわち、ユーザの物
理的な位置）を伝送するための効果的な方法であり、（ＧＰＳ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅの
ような）位置サポート情報を伝送し、ユーザプレーンデータベアラを使用して移動端末と
ネットワークの間で位置測定技術関連プロトコルを送る。
【００５０】
　ＳＵＰＬをベースとした位置情報システムにおいて、位置サービスに関するＳＵＰＬネ
ットワークは、一般に、ＳＵＰＬエージェントと、ＳＬＰ（ＳＵＰＬ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ）と、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）と、
から構成される。前記ＳＵＰＬエージェントは、実際に測定された位置情報（物理的な位
置）を使用する論理的なサービスアクセスポイントを示し、前記ＳＬＰは、位置情報を得
るために各ネットワーク資源に接続するネットワーク部分のＳＵＰＬサービスアクセスポ
イントを示す（すなわち、ＳＬＰは、ネットワーク自体より上位階層に位置する一種のア
プリケーションサーバと見なすことができる）。また、前記ＳＥＴは、ＳＵＰＬインタフ
ェースを使用するＳＵＰＬネットワークと通信し得る素子であり、ＵＭＴＳのＵＥ（Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＧＭＳのＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＩＳ
‐９５　ＭＳまたはＳＥＴ機能が内在するラップトップコンピュータやＰＤＡなどを含む
。あるいは、ＷＬＡＮに接続し得る多様な類型の移動端末を使用することもできる。前記
ＳＥＴは、ユーザプレーンベアラによりネットワークと連動してＳＵＰＬで定義された各
手順をサポートする。従って、前記端末１３と無線ネットワークは、ＳＵＰＬネットワー
クの形態で実現することができ、ＳＬＰは位置サーバに該当し、ＳＥＴは端末に該当する
。
【００５１】
　本発明は、位置追跡の要求があるか（すなわち、標準位置即時（報告）サービス（Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ））、または特
定の時間周期や特定のイベントが発生した場合（すなわち、トリガされた位置報告サービ
ス（Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ））
、ＳＥＴ位置を提供する。前記特定のイベントには、ＳＥＴを使用するユーザが特定地域
に入るか、もしくは特定地域から出るか、またはユーザがイベントや位置推定の不可能な
状態であり（地下鉄の中のように地下にいて通信が不可能な場合など）、その後位置推定
が可能になると、それに該当するイベントを通知するなどの多様なイベントが含まれる。
【００５２】
　また、本発明は、ＳＵＰＬ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ（ＳＵＰＬ位置測定）手順の開始
を明確に通知する。このために、端末は、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴを利用してＳＵＰＬ位
置測定手順の開始をＳＵＰＬネットワークに通知する。ここで、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　Ｒ
ＥＰＯＲＴの代わりに、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを利用してＳＵＰＬ位置測定手
順の開始を通知することができる。以下、ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇを位置測定と称する。
【００５３】
　まず、ＳＵＰＬネットワークにおける位置計算手順について説明する。一般に、ＳＵＰ
Ｌ位置サービスは、ネットワークによる（Ｎｅｔｗｏｒｋ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ）サービ
スとＳＥＴによる（ＳＥＴ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ）サービスに分類される。
【００５４】
　図３は、本発明の一実施形態におけるＳＥＴによる位置報告（ＳＥＴ－ｉｎｉｔｉａｔ
ｅｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）サービスを示すメッセージフローダイア
グラムである。ここで、ＳＬＰは無線ネットワーク側であり、ＳＥＴは端末側であり、Ｓ
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ＵＰＬエージェントはネットワーク側と端末側の両方に存在することもでき、別途のエン
ティティとして存在することもできる。
【００５５】
　図３に示すように、ＳＥＴ上のＳＵＰＬエージェントは、ＳＬＰと位置セッション（ｐ
ｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｅｓｓｉｏｎ）を開始し、位置測定手順を開始するために、Ｓ
ＵＰＬ開始メッセージ（ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴ）をＳＬＰに伝送する（Ｓ２０）。前記Ｓ
ＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、セッションＩＤ、ＳＥＴ性能、位置識別子（ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ｌｉｄ）、報告基準などを含む。前記ＳＥＴ性能は、
サポートされた位置測定方法（例えば、ＭＳ　ａｓｓｉｓｔ　Ａ－ＧＰＳ及びＭＳ　ｂａ
ｓｅｄ　Ａ－ＧＰＳ、ｃｅｌｌ‐ｉｄ方法）とそれに関する位置測定プロトコル（例えば
、ＲＲＬＰ、ＲＲＣ、ＩＳ‐８０１）を含む。また、ＳＥＴは、使用される無線技術（例
えば、ＧＳＭ：ＴＡ、ＲＸＬＥＶ）のためのＮＭＲをさらに提供することができる。
【００５６】
　前記報告基準は、特定のイベントやユーザの位置を報告するのに使用される基準であり
、周期的な位置測定の場合、周期的な位置追跡が始まる時点、その周期、及び終わる時点
などが含まれる。また、ユーザが特定地域に入るか、または特定地域から出るか、または
特定地域に存在する場合を通知するように前記基準を設定することもできる。この場合に
は、その特定地域名、その特定地域の緯度及び経度情報などが前記報告基準に含まれる。
また、特定地域に関するイベントと周期的なイベントとを結合することもできる。
【００５７】
　例えば、前記報告基準は、ユーザの選好情報が反映された代表位置（例えば、代理位置
、擬似位置、抽象的な位置、象徴的な位置、概念的な位置、理論的な位置など）を含むこ
とができる。前記代表位置は、ユーザの実際の位置を代表するユーザ選好情報を示し、ユ
ーザが設定した選好領域の範囲別に設定された位置を示す。従って、「ｈｏｍｅ」と設定
された地域（選好領域）内に位置する時、前記ユーザの位置追跡が要求されると、ＳＥＴ
がユーザの実際の位置値（例えば、ｘ、ｙ、ｚ座標）を報告するのでなく、ユーザが設定
した「ｈｏｍｅ」を代表する値（例えば、郵便番号、町名または地域名など）を報告する
。
【００５８】
　ＳＥＴからＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージが到着すると、ＳＬＰは、前記ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージを含むプロトコルを確認し、どの位置測定プロトコルを用いなけれ
ばならないかを判断する。その後、位置追跡が要求されると、ＳＥＴがＳＵＰＬ位置測定
手順の開始を指示するＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージをＳＬＰに伝送する（Ｓ２１）
。ここで、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージは、セッションＩＤとイベントトリガなど
を含む。また、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージとＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージと
は、互いに結合することもできる。すなわち、特定のイベントが発生すると、ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージを伝送して前記特定のイベントが発生したことを通知し、ＳＵＰＬ
関連手順を開始することができる。前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴとＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ
とを分離する場合、まずＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージによりＳＵＰＬ関連手順を開始
し、その後特定のイベントが発生するとＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージを伝送する。
【００５９】
　従って、ＳＬＰは、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージによってＳＵＰＬ位置測定
（ＳＵＰＬ　ＰＯＳ）メッセージを交換するＳＵＰＬ位置測定手順を開始する（Ｓ２２）
。この場合、ＳＥＴから受信された位置測定に基づいてＳＬＰが推定された位置を計算す
るか（ＭＳ　ａｓｓｉｓｔｅｄ）、またはＳＥＴがＳＬＰから取得したａｓｓｉｓｔａｎ
ｃｅに基づいて推定された位置を計算する（ＭＳ　ｂａｓｅｄ）。前記ＳＬＰがＳＥＴか
ら受信された位置測定に基づいて前記推定された位置を計算する場合（ＭＳ　ａｓｓｉｓ
ｔｅｄ）には、ＳＥＴに通知しなければならないが、このために別途のＳＵＰＬ　ＲＥＰ
ＲＯＴメッセージを使用し、前記メッセージで計算値を伝達することもできる。また、前
記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順の最後に、前記ＳＰＬがＳＥＴから受信された位置測定に基づい
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て位置追跡を計算する場合、前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージをＳＬＰからＳＥＴにもう
一度伝送することもできる。
【００６０】
　前記位置計算が完了すると、ＳＬＰは、位置プライバシー割り当ての要求メッセージ（
ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｉｖａｃｙ　ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｓｓａ
ｇｅ）をＰＣＥに伝送して位置追跡の主体であるＳＥＴに関する選好情報を要求すると（
Ｓ２３）、前記ＰＣＥが（ＳＥＴに関する位置情報を含んだ）位置プライバシー割り当て
の応答メッセージ（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｉｖａｃｙ　ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）をＳＬＰに伝送する（Ｓ２４）。
【００６１】
　従って、ＳＬＰは、前記計算されたユーザの位置が特定の選好領域内であるかを確認し
た後、前記ユーザが現在登録されている特定の選好領域内に位置すると、前記計算された
ユーザの位置をＳＥＴに報告する。本発明においては、ユーザの実際の位置を報告せずに
該当する選好領域を代表する（すなわち、代表位置）選好情報をＳＥＴに報告する。この
ような代表位置は、位置セッションが完了したことを示し、前記位置測定手順の最後を示
すＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージに含まれる（Ｓ２５）。
【００６２】
　図４は、本発明の他の実施形態におけるＳＥＴによる（ＳＥＴ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ）
位置報告サービスを示すメッセージフローダイアグラムであり、ＳＬＰとＳＥＴ間のＳＵ
ＰＬ　ＰＯＳメッセージの連続的な相互交換の一例を示している。
【００６３】
　図４に示すように、ＳＥＴのＳＵＰＬエージェントは、ＳＬＰと位置セッションを開始
し、位置測定手順を開始するためにＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージをＳＬＰに伝送する
（Ｓ３０）。ＳＬＰは、ＳＥＴとＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを交換することによってＳ
ＵＰＬ位置測定手順を行う（Ｓ３１）。
【００６４】
　一例として、ＳＥＴベースの動作モード、すなわち、ＳＥＴがＳＬＰからのａｓｓｉｓ
ｔａｎｃｅに基づいて位置推定を計算するモードのために、ＳＥＴとＳＬＰは、必要なサ
ポートデータを提供するためのＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを交換し、ＳＥＴで端末の位
置を計算する。
【００６５】
　また、ＳＥＴ支援（ａｓｓｉｓｔｅｄ）動作モード、すなわち、ＳＬＰがＳＥＴから受
信した位置測定値に基づいて位置推定を計算するモードのために、前記ＳＥＴとＳＬＰは
、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを交換し、ＳＬＰで端末位置を計算する。特に、ＳＥＴ支
援モードにおいて、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージにより前記計算された
位置推定値をＳＥＴに報告する追加手順を行うことができる（Ｓ３２）。これに対して、
ＳＥＴは、ＳＵＰＬ　ＰＯＳの前に必要であれば、ＳＬＰにＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセ
ージを伝送する追加手順を行う。前記段階（Ｓ３２）は、必要であれば、１周期当たり１
回ずつ、すなわち、各段階（Ｓ３５、Ｓ３８）で繰り返し実行することができ、前記段階
（Ｓ３３）は、段階（Ｓ３６）で繰り返し実行することができる。
【００６６】
　図４に示すように、プライバシー保障手順をＳＵＰＬ報告の前に実行し得ることが分か
る。すなわち、ＳＬＰは、ＰＣＥと連動し、ＳＬＰがＰＣＥに位置プライバシー割り当て
の要求を伝送すると、ＰＣＥは、位置プライバシー割り当ての応答をＳＬＰに伝送する。
こうすることにより、ユーザプライバシーと認証をより保障することができる。
【００６７】
　図５は、本発明の他の実施形態におけるＳＥＴによる位置報告サービスを示すメッセー
ジフローダイアグラムである。図５の各特徴は、根本的に図４と同一であるが、ＳＵＰＬ
　ＲＥＰＯＲＴメッセージを別途に使用する代わりにＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ内に含
まれた前記位置推定値をＳＥＴに報告して追加手順を行うことが異なる。図５に示すよう
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に、前記計算された位置推定値をＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ中に含んでＳＥＴに報告す
るのでなく、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順の最後に含ませる。前記ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ
は、単純にＳＵＰＬ手順を終了することを目的として使用することができる。
【００６８】
　本発明のネットワークによる位置報告サービスは、トリガされた位置報告サービスと標
準位置即時（報告）要求サービスに分けられる。前記トリガされた位置報告サービスは、
特定の時間周期に、または特定イベントの発生時にＳＥＴの位置情報（物理的な位置）を
提供するサービスであり、前記標準位置報告サービスは、位置要求に対する応答を直ちに
要求する場合に使用されるサービスである。
【００６９】
　図５に示すように、プライバシー保障手順をＳＵＰＬ報告の前に実行し得ることが分か
る。すなわち、ＳＬＰは、ＰＣＥと連動することにより、ＳＬＰがＰＣＥに位置プライバ
シー割り当ての要求を伝送すると、ＰＣＥがＳＬＰに位置プライバシー割り当ての応答を
伝送する。こうすることにより、ユーザプライバシーと認証をより保障することができる
。
【００７０】
　図６は、本発明におけるネットワークによるトリガされた位置報告サービス（Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔｉ
ｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を示すメッセージフローダイアグラムである。
【００７１】
　図６に示すように、ＳＵＰＬエージェントは、ＭＬＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ＴＬＲＲ（Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）により位置報告基準（イベント）を設定する。ここで、前記
ＭＬＰ　ＴＬＲＲメッセージは、ｍｓ‐ｉｄ、ＬＳＣ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　Ｃｌｉｅｎｔ）‐ｃｌｉｅｎｔ‐ｉｄ、トリガされたイベント（ＴＬＲＲ＿ｅｖｅｎ
ｔ）などを含むことができる。前記位置報告基準は、特定のＳＥＴ動作（無効ＵＥ）、特
定の時間周期、領域の変更などを含み、前記基準のうちの１つが発生すると、位置報告が
実行される。
【００７２】
　ＳＬＰは、前記受信されたｃｌｉｅｎｔ‐ｉｄに基づいてＳＵＰＬエージェントを認証
し、前記ｍｓ－ｉｄに基づいて前記ｃｌｉｅｎｔ‐ｉｄに対するユーザプライバシーチェ
ックを行う。ＳＵＰＬエージェント認証が完了すると、ＳＬＰは、ＷＡＰ　ＰＵＳＨまた
はＳＭＳトリガのようなＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージをＳＥＴに伝送し（Ｓ４１）、Ｓ
ＥＴと位置セッションを開始する。前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージには、少なくとも
セッションＩＤ、ＳＬＰアドレス、位置測定方法（ｐｏｓ＿ｍｅｔｈｏｄ）、トリガされ
た報告基準などが含まれる。
【００７３】
　前記プライバシーチェックの結果、ＳＥＴへの通知やＳＥＴからの確認を必要とする場
合、ＳＬＰは、前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージ内に通知の要素を含ませる。前記ＳＵ
ＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを受信すると、ＳＥＴは、適切な通知規則（手順）を推測して
ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージをＳＬＰに伝送してＳＬＰとＳＵＰＬ　ＰＯＳセッショ
ンを開始する（Ｓ４２）。
【００７４】
　前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、少なくともセッションＩＤ、ＳＥＴ性能、位
置ｉｄ（ｌｉｄ）などを含むことができる。図３のＳＥＴによる位置要求の場合と同様に
、支援された位置測定方式（例えば、ＭＳ　ａｓｓｉｓｔ　Ａ－ＧＰＳ及びＭＳ　ｂａｓ
ｅｄ　Ａ－ＧＰＳ、ｃｅｌｌ‐ＩＤ方式）に関する位置測定プロトコルをＳＥＴ性能に含
ませる。また、ＳＥＴが使用する無線技術（例えば、ＧＳＭ：ＴＡ、ＲＸＬＥＶ）のため
のＮＭＲをさらに提供することができる。
【００７５】
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　ＳＥＴからＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージが到着すると、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＳＴ
ＡＲＴメッセージを確認して如何なる位置測定プロトコル（ＲＲＩＰ、ＲＲＣ、ＩＳ－８
０１）を使用するかを判断する（Ｓ４４）。使用するプロトコルが決定されると、ＳＬＰ
は、要求されたトリガされた位置報告のために位置測定セッションが行われていることを
示すＭＬＰ　ＴＬＲＡ（Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　
Ａｎｓｗｅｒ）をＳＵＰＬエージェントに伝送する（Ｓ４３）。
【００７６】
　その後、要求されたイベントが発生すると、ＳＥＴは、ＳＵＰＬ位置測定手順の開始を
通知するＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージをＳＬＰに伝送する（Ｓ４４）。ＳＬＰは、
前記ＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージに従って前記ＳＵＰＬ位置測定手順を開始する（
Ｓ４５）。この場合、ＳＬＰとＳＥＴは、ＳＵＰＬ　ＰＯＳメッセージを複数回連続的に
交換することができる。
【００７７】
　前記ＳＵＰＬ位置測定の段階（Ｓ４５）において、ＳＬＰは、ＳＥＴから受信された位
置測定値に基づいて位置推定値を計算するが（ＭＳ　ａｓｓｉｓｔｅｄ方法）、ＳＥＴは
、ＳＬＰから取得したａｓｓｉｓｔａｎｃｅに基づいて位置測定を行うことができる（Ｍ
Ｓ　ｂａｓｅｄ方法）。ここで、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージをＳＵＰＬ　ＲＥＰＯ
ＲＴメッセージの代わりに使用することもできる。ＳＥＴがＳＬＰから取得したａｓｓｉ
ｓｔａｎｃｅに基づいて位置推定値を計算する場合、ＳＥＴは、前記計算された値をＳＬ
Ｐに通知しなければならず、これは、ＳＵＰＬ位置測定手順の最後に、または別途のＳＵ
ＰＬ　ＲＥＰＯＲＴメッセージを使用して実行することができる。これは、次の他の実施
形態により説明する。
【００７８】
　位置計算が完了すると、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを伝送して位置測定手
順が完了して位置セッションが終了したことをＳＥＴに通知する（Ｓ４６）。その後、Ｐ
ＣＥにＳＥＴに関する選好情報を要求してユーザの計算された位置が特定の選好領域内で
あるかを確認する。前記計算されたユーザの位置が登録された特定の選好領域内である時
、ＳＬＰは、ユーザの実際の位置ではない該当する選好領域を代表する選好情報（すなわ
ち、代表位置）をＭＬＰ　ＴＬＲＥＰ（Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）を用いてＳＵＰＬエージェントに伝送する（Ｓ４７）。
【００７９】
　図６に示すように、プライバシー保障手順をＳＵＰＬ報告の前に実行し得ることが分か
る。すなわち、ＳＬＰは、ＰＣＥと連動することにより、ＳＬＰがＰＣＥに位置プライバ
シー割り当ての要求を伝送すると、ＰＣＥがＳＬＰに位置プライバシー割り当ての応答を
伝送する。こうすることにより、ユーザプライバシーと認証をより保障することができる
。
【００８０】
　図７は、本発明の他の実施形態におけるネットワークによるトリガされた位置報告サー
ビスを示すメッセージフローダイアグラムであり、ＳＬＰとＳＥＴがＳＵＰＬ位置測定手
順メッセージを複数回連続的に交換する例を示す。この実施形態においては、ＳＥＴがＳ
ＬＰに特定のイベントが発生した事実を通知し、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを使用
して位置測定手順が始まることが図６とは異なる。また、図７は、ＳＥＴがＳＬＰから取
得したａｓｓｉｓｔａｎｃｅに基づいて位置推定値を計算する（ＭＳ－ｂａｓｅｄ）場合
には、その計算された値をＳＬＰに通知しなければならないが、この場合、ＳＵＰＬ　Ｒ
ＥＰＯＲＴメッセージを使用して計算された位置推定値をＳＥＴに報告する追加手順を行
うことが図６とは異なる。
【００８１】
　図７に示すように、プライバシー保障手順をＳＵＰＬ報告の前に実行し得ることが分か
る。すなわち、ＳＬＰは、ＰＣＥと連動することにより、ＳＬＰがＰＣＥに位置プライバ
シー割り当ての要求を伝送すると、ＰＣＥがＳＬＰに位置プライバシー割り当ての応答を



(14) JP 4473305 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

伝送する。こうことにより、ユーザプライバシーと認証をより保障することができる。
【００８２】
　図８は、ネットワークによる標準位置報告サービス（Ｎｅｔｗｏｒｋ－ｉｎｉｔｉａｔ
ｅｄ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を
示すメッセージフローダイアグラムである。
【００８３】
　図８に示すように、ＳＵＰＬエージェントは、ＭＬＰ　ＳＬＩＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔにより位置情報（物理的な位置
）を要求する（Ｓ５０）。前記　ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージは、ｍｓ‐ｉｄ、ｃｌｉｅ
ｎｔ‐ｉｄ、ＱｏＳなどを含む。ＳＬＰは、ＳＥＴと位置セッションを開始するために、
ＳＵＰＬエージェントの認証及び加入者プライバシーチェックを行った後、ＵＰＬ　ＩＮ
ＩＴメッセージをＳＥＴに伝送する（Ｓ５１）。前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは、
少なくともセッションＩＤ及びＳＬＰアドレスを含む。前記プライバシーチェックの結果
、ＳＥＴからの通知や確認が要求される場合、通知も前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージ
に含むことができる。
【００８４】
　ＳＬＰからＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを受信すると、ＳＥＴは、ＳＵＰＬ　ＩＮＩ
Ｔメッセージから取得されたアドレスによってデータ接続を設定した後、ＳＵＰＬ　ＰＯ
Ｓ　ＩＮＩＴによりＳＵＰＬ　ＰＯＳセッションを行う（Ｓ５２）。前記ＳＵＰＬ　ＰＯ
Ｓセッションによって、ＳＬＰは、ＳＥＴから使用される位置測定プロトコル（ＲＲＬＰ
、ＲＲＣ、ＩＳ－８０１）決定し、ＳＥＴとＳＵＰＬ位置測定手順を開始する（Ｓ５３）
。
【００８５】
　その後、前記位置計算が完了すると、ＳＬＰは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを伝送し
てＳＥＴに前記位置測定手順が完了して位置セッションが終了したことを通知する（Ｓ５
４）。また、ＳＬＰは、ＳＥＴの選好情報をＰＣＥに要求して前記計算されたユーザの位
置が特定の選好領域内に位置するかを確認する。前記計算されたユーザの位置が登録され
た特定の選好領域内に存在する場合、ＳＬＰは、ユーザの実際の位置ではない該当する選
好領域を代表する選好情報（すなわち、代表位置）をＭＬＰ　ＳＬＩＲによりＳＵＰＬエ
ージェントに伝送する（Ｓ５５）。
【００８６】
　図８に示すように、プライバシー保障手順をＳＵＰＬ報告の前に実行し得ることが分か
る。すなわち、ＳＬＰは、ＰＣＥと連動することにより、ＳＬＰがＰＣＥに位置プライバ
シー割り当ての要求を伝送すると、ＰＣＥがＳＬＰに位置プライバシー割り当ての応答を
伝送する。こうすることにより、ユーザプライバシーと認証をより保障することができる
。
【００８７】
　本発明においては、ユーザ選好情報をネットワーク要素（例えば、ＰＣＥ）に保存する
のでなく、端末自体に保存してユーザの位置によって選好情報機能がアクティブ化される
ようにしている。本発明においては、次のように２つの場合に選好情報を実行する。
【００８８】
　第１の方法は、該当する端末アプリケーションが前記方法の実行主体である場合であり
、ユーザは、前記端末アプリケーションにユーザ選好情報を設定し、該当するアプリケー
ションは、端末内の位置イネイブラーから端末の現在の位置を受信した後、該現在の位置
に該当する前記設定された選好情報（代表位置報告）を実行する方法である。
【００８９】
　第２の方法は、前記端末の位置イネイブラーが前記方法の実行主体である場合であり、
前記位置イネイブラーは、端末の位置情報（物理的な位置）を該当する端末アプリケーシ
ョンに伝送し、該該当するアプリケーションは、端末の位置によってユーザ選好情報を実
行する方法である。
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【００９０】
　前記２つの方法においては、位置情報（物理的な位置）を特定の時間周期で（周期的に
）、もしくは特定イベントの発生時に報告することもでき、または実際の位置情報に対す
る要求によって直ちに報告することもできる。
【００９１】
　前記２つの方法は、実行する主体が何かによって区分されただけで、ユーザ選好情報を
位置によって異なる方法で実行する特性は、同一である。従って、前記実施形態を適用す
る場合には、ネットワークエンティティである保存媒体にユーザ選好情報を全て保存しな
くても端末内の位置イネイブラーやアプリケーションなどの協調により該当の機能を実行
することができる。
【００９２】
　図９は、本発明の他の実施形態による位置情報システムのユーザ選好情報サービスを示
すフローチャートである。
【００９３】
　ユーザは、端末のメニューを操作して選好情報サービスを選択し、各選好領域に対して
所望の選好情報（すなわち、特定の端末動作及び位置報告方法）を設定する（Ｓ６０）。
このような方法によって、ユーザは、多くの地域（物理的な位置）を選好領域に設定する
ことができる。
【００９４】
　従って、選好情報を端末アプリケーションに保存する場合、ユーザにより設定された前
記選好領域に関する情報（例えば、該当地域のＣｅｌｌ　ｉｄ）も端末内の位置イネイブ
ラーに保存される（Ｓ６１）。
【００９５】
　選好情報サービス機能をオンにした場合、前記位置イネイブラーは、周期的に、または
設定されたイベントが発生した時に、ユーザの位置を位置サーバに問い合わせるか、また
はユーザが予め設定された選好領域に入った場合（または出た場合）位置サーバに該当す
るイベントの発生の通知を要求する（Ｓ６２）。
【００９６】
　その後、ユーザが予め設定された選好領域のうちの１つに位置すると、位置イネイブラ
ーや端末アプリケーションで該当する選好領域に対して設定された選好情報を実行する（
Ｓ６３、Ｓ６４）。すなわち、端末アプリケーションが実行主体である場合、前記端末ア
プリケーションは、位置イネイブラーに端末の現在の位置を要求して前記端末の現在の位
置による選好情報（代表位置）を出力する。一方、位置イネイブラーが実行主体である場
合には、前記位置イネイブラーが前記位置情報（物理的な位置）を該当する端末アプリケ
ーションに伝送し、該当するアプリケーションで端末の現在の位置に該当する代表位置を
出力する。
【００９７】
　また、端末と位置サーバ間の位置測定のために、（特定の非限定的な実施形態において
）本発明は、各ＳＵＰＬ素子間のメッセージ伝送方式をＳＵＰＬネットワークに提供する
ことにより、特に、ＳＥＴがＳＵＰＬ位置測定の開始を明示するＳＵＰＬ　ＲＥＰＯＲＴ
メッセージをＳＬＰに伝送することにより、前記ＳＵＰＬネットワークでＳＵＰＬ位置測
定を効果的に行わせる。
【００９８】
　本発明の各特性は、ユーザプロファイルに基づいた「代表」位置の報告に関すると簡単
に言える。これは、ユーザのプロファイル設定とユーザの現在の物理的な位置に基づいて
代表位置（抽象的な位置）を取得し得るメカニズムをユーザに提供する位置イネイブラー
の性能と関連する。例えば、ユーザは、「ｈｏｍｅ」プロファイルを指定してその家（ｈ
ｏｍｅ）の位置範囲の境界を示すことができる。ユーザの位置に対する要求があった場合
、ユーザの予め設定されたプロファイルとユーザの実際の物理的な位置とを比較し、現在
の実際の位置が前記「ｈｏｍｅ」に対して予め設定されたプロファイルと一致する場合、
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前記ユーザが指定した位置（ｕｓｅｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ）（郵便
番号や都市を示す代表位置）に戻る。
【００９９】
　しかし、緊急サービスと法的目的は、ユーザ選好設定を侵害し得ることに注目しなけれ
ばならない。例えば、ユーザが自身の居住都市（またはユーザが指定した他の位置）の外
を旅行している時、電話を発信し得ないように自身のユーザプロファイルを設定しても、
緊急電話（例えば、警察署や消防署への電話）は、ユーザプロファイルの設定を阻害して
も許可され得る。
【０１００】
　また、本発明は、５つの手順について次のように表すことができる。第１に、ユーザは
、自身のプロファイル設定を見て修正する機能性を選択する。第２に、ユーザは、「ｈｏ
ｍｅ」位置範囲を定義することによって代表（代理）位置を報告するための自身のプロフ
ァイルを設定する。第３に、移動位置サービス（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ：ＭＬＳ）アプリケーションは、特定の精度レベルを有する位置を指定するこ
とによってユーザの位置を要求する外部のＭＬＳアプリケーションを使用して特定のＱｏ
Ｓを有するユーザの位置を要求する。第４に、周知の位置測定メカニズムを利用してユー
ザを位置させる（位置が指定される）。第５に、ユーザの物理的な位置が予め設定された
範囲と重なると、前記代表位置は、要求ＭＬＳアプリケーションに戻る。ここで、法的及
び緊急要求の時、５つ目の段階は、省略することができ、実際の物理的な位置のみが戻る
。また、ユーザにより何れの代表位置も提供されない場合、（予め定義された）デフォル
ト位置を利用し得ることに注視しなければならない。
【０１０１】
　好ましくは、移動位置サービス（ＭＬＳ）は、時間に敏感であるために、全てのＭＬＳ
イベントと処理の時間を記録しなければならず、最も最近にアップデートされた有効デー
タを使用しなければならない。また、ＭＬＳは、進歩した地図サービスのような広範囲な
データプレゼンテーションフォーマットを提供するが、前記進歩した地図サービスは、ナ
ビゲーション及びルーティングサービスに限定されるものではなく、地図の提供、関心位
置（Ｐｏｉｎｔｓ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ：ＰＯＩｓ）検索及びそれに関する情報、
座標の付与及び逆座標付与サービス（例えば、ｘ‐ｙ座標を道路名、ＰＯＩなどに変える
サービス）及び検索サービスを含む。また、データコンテンツの伝達を信頼し得るように
データが持続的に保全及び保障されなければならず、盗聴や認可しない修正から保護され
なければならない。また、前記ＭＬＳは、ＩＰベースの無線ネットワークを通じてローミ
ングする間に接続が独立的で中断されないサービスを提供しなければならず、これは、参
加するサービス提供者からサポートされる施設と相互協定及び根源的な伝送手段技術の信
頼性に対する条件を満足しなければならない。
【０１０２】
　前記のように、「代表」位置（代理位置、擬似位置、抽象的な位置、象徴的な位置など
）の使用、ユーザの物理的な位置によって異なる端末動作を提供するために異なる位置に
対して異なる選好情報の設定、及びこのために要求された各インタフェース技術に関する
提案は、単一のサービス提供者が管理する１つ以上のサービス適用範囲領域が好ましい。
しかし、本発明の各提案は、異なるサービス提供者がそれぞれ管理する複数のサービス適
用範囲領域にも適用することができる。
【０１０３】
　また、この分野の通常の知識を有する者であれば、本発明の特定論点とそれから導かれ
た適当な提案はＯＭＡ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）が議論及び同意し
ている多様な技術的な問題や進歩などと関連している点を理解できるであろう。前記ＯＭ
Ａは、他の移動（または無線）ネットワークとの相互運用性を可能にする多様な移動サー
ビスの適用における発達と、移動（または無線）ネットワークに対する独立したエンティ
ティであるイネイブラーの発達を集中的に扱って市場の要求事項に取り組んでいる。
【０１０４】
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　このように、ここで使用される複数の用語は、明確に同意されなければならず、特定の
概念には、多様な会社及び組織により多様な名称が付与される。例えば、（ユーザの実際
の位置の代わりに「代表」位置を使用する）ユーザの位置を報告する技術であれば、（Ｏ
ＭＡで言及されたように）トリガされた場合は３ＧＰＰで「デフォルト状態」と呼ばれ、
（ＯＭＡで言及されたように）即時報告の場合は３ＧＰＰで「標準状態」と呼ばれる。し
かし、発明の属する技術分野の通常の知識を有する者であれば、今後変更され得るが、本
発明で提供する概念及び特徴を他の用語や説明に関係なく理解できるであろう。
【０１０５】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態を、本発明が属する技術分野における通常の知
識を有する者が容易に実施し得るように詳細に説明した。しかし、本発明は、多様な形態
で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明による位置情報システムの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態による位置情報システムにおけるユーザ選好情報サービス方
法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態におけるＳＥＴにより実行される位置報告サービスを示す図
である。
【図４】本発明の他の実施形態におけるＳＥＴにより実行される位置報告サービスを示す
図である。
【図５】本発明のさらに他の実施形態におけるＳＥＴにより実行される位置報告サービス
を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態におけるネットワークにより実行されるトリガされた位置報
告サービスを示す図である。
【図７】本発明の他の実施形態におけるネットワークにより実行されるトリガされた位置
報告サービスを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態におけるネットワークにより実行される標準位置報告サービ
スを示す図である。
【図９】本発明の他の実施形態による位置情報システムにおけるユーザ選好情報サービス
方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０７】
１０：保存媒体
１１：位置サーバ
１２：リモート・サーバ
１３：ユーザ端末
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